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市政だより γγ内今刊月の的交通鰐事故蜘相談制日

4月25日(火)

市役所第 1会議室

10時，...;15時
なるべく事故に関係の書類を

こ持参ください

11111¥111111¥111111111111111111111111111111111111111111111111111111¥1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ピンポンパン体操もとび出したカーニパル

にぎやかに
ー.... ・A訓・同》・'̂'・...... ・・...... ・偽-‘局“・・‘4・~‘・偽A・~・・~・v、4・~・b令伺・~“‘・・

市制 30周年
4・-‘列ー~“~・・"'"・~司向F・v

樽みこしなど

;お祭l')J迄，識のは人 e人 xメ
下町制施行30周年を記念する式典が4月8日午前

10時から市民会館で、県知事ほか多数の来賓をお

招きして盛大に挙行され、その興奮もさめない 9

日午前11時、市民憲章碑の除幕式が市役所前で行

なわれ、つづいてお祭り広場(補助グランド〉で

は、下町制30周年をお祝いするだしものが、つぎつ

ぎにひろうされました。

まず、大村部隊のブラスパンド演奏から始まり

小路口の鍬踊り、無形文化財の黒丸踊り、水主町

のコッコデショ、田下浮立、各団体の樽みζ し、

連合婦人会、民踊協会、民踊愛好会の民踊、料飲

庖組合の仮装行列、大村部隊、竹松部隊、大村航

空隊のカーニパノレと、お祭り広場は、花見客もま

じって、たいへんな人出でにぎわいました。
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毎月 1日・15日発行 発行所/大村市役所編集人/総務課長岩永敬之印刷所/隆文社印刷所
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-・圃

市
制
施
行
三
十
周
年
を
記
念
し

て
西
三
城
町
の
消
防
署
前
に
建
設

中
の
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
が
落
成

し、

次
の
と
お
り
開
館
の
運
び
と

な
り
ま
し
た
。

関
係
者
皆
さ
ま
が
た
の
ご
利
用

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す。

圃

ター落成

• 
圃
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

(
一
階
)

社
会
福
祉
協
議
会
事
務
局

(
四
月
二
十
四
日
か
ら
)

心
配
ご
と
相
談
所
、
結
婚
相
談

所

(
四
月
二
十
六
日
(
水
)
か
ら

毎
週
水
曜
日
開
設
、
休
日
を
除

く
)社

会
福
祉
関
係
諸
団
体
事
務
所

(
四
月
二
十
四
日
か
ら
)

従
来
市
役
所
内
に
あ
っ
た
社
会

福
祉
協
議
会
関
係
の
事
務
所
が
移

転
し
ま
す
。

圃
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

(
ニ
階
)

五
月
一
日
か
ら
六
十
歳
以
上
の

か
た
が
利
用
で
き
ま
す
。

社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
老
人
福

祉
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
く
わ
し
く

は
社
会
福
祉
協
議
会
事
務
局
へ
お

た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

圃
勤
労
青
少
年
ホ

l
ム

(
三
階
)

オープンを待つ総合福祉会館

五
月
一
日
か
ら
、
二
十
五
歳
未

満
の
勤
労
青
少
年
で
市
内
に
住
所

ま
た
は
勤
務
場
所
の
あ
る
人
が
利

用
で
き
ま
す
。

な
お
、
使
用
許
可
申
請
の
受
付

は
四
月
二
十
日
か
ら
ホ
l
ム
事
務

所
で
取
り
扱
う
乙
と
に
い
た
し
ま

す。
く
わ
し
く
は
ホ
1
ム
事
務
所
ま

た
は
市
役
所
社
会
課
へ
お
た
ず
ね

く
だ
さ
い
。

電
話
番
号

社
会
福
祉
セ

ン
タ
ー

三
局

二
ニ
五

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

三
局

二
ニ
五
二

勤
労
青
少
年
ホ

l
ム

三
局

一
三
五
三

赤

ち

や
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lこ

ん

誕

生

お

祝

市
は
、
誕
生
を
祝
い
赤
ち
ゃ
ん

の
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
た
め

そ
の
保
護
者
に
誕
生
祝
金
を
支
給

す
る
乙
と
に
な
り
ま
し
た
。

該
当
さ
れ
る
か
た
は
福
祉
事
務

所
で
手
続
き
を
と
っ
て
く
だ
さ
い

一
、
支
給
要
件
本
市
内
に
引
き

続
き
一

年
以
上
居
住
し
、

住
民

基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る

春

の

大
そ

し

金

千

円

保
護
者

(赤
ち
ゃ
ん
の
親
権
を

行
な
う
者
)
で
あ
る
こ
と
。

二
、
支
給
金
額

赤
ち
ゃ
ん

一
人

に
つ
き
二
千
円

三
、
受
給
手
続
き

誕
生
後

一
カ

月
以
内
に
母
子
健
康
手
帳
を
提

示
し、

誕
生
祝
金
支
給
申
請
書

を
提
出
す
る
と
祝
金
は
そ
の
つ

ど
支
給
し
ま
す
。

つ
じ

を

ま

し

つ

よ

4
月
泣
日

1
5
月
ア
日

春
の
市
内
い
っ
せ
い
大
そ
う
じ

を
全
町
内
で
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

今
回
は、

家
庭
内
外
の
清
掃
£

溝
さ
ら
え
、
あ
わ
せ
て
衛
生
害
虫

駆
除
を
行
な
い
、
蚊
や
ハ
エ
の
い

な
い
町
に
す
る
た
め
実
施
し
て
い

た
だ
く
た
め
の
も
の
で
、
乙
の
期

間
内
の
適
当
な
日
を
選
び
、
各
町

内
も
れ
な
く
実
施
さ
れ
る
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

実
施
の
要
領
は、

回
覧
板
で
通

知
さ
れ
ま
す
が、

次
の
よ
う
な
事

柄
で
す
。

O
室
内
を
整
と
ん
し
、
ネ
ズ
ミ
の

巣
と
な
り
そ
う
な
所
を
取
り
除

ノ
¥
。

O
タ
タ
ミ
は
天
気
の
よ
い
日
を
選

び
、
日
光
消
毒
を
行
な
い
、
床

及
び
床
下
は
ゴ
ミ
を
取
り
除
く

O
便
所
は
、
衛
生
害
虫
の
発
生
源

で
す
。
定
期
的
に
薬
剤
を
散
布

し
て
お
く。

O
台
所
は
油
よ
ご
れ
な
ど
を
取
り

除
き
清
潔
を
保
つ
。

O
下
水
溝
は
清
掃
し、

流
れ
を
よ

く
し
て
お
く
。

O
堆
肥
舎
、
畜
舎
は
よ
く
清
掃
し

納
屋
は
整
理
整
と
ん
し
て
、
そ

族
昆
虫
類
が
住
み
に
く
い
状
態

に
し
て
お
く
。

O
通
路
の
除
草
と
清
掃
を
行
な
う

は
り
、

き
ゅ
v

つ
の

保

険

負

担

四
月
か
ら
増
額

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
は

は
り
、
き
ゅ
う
の
施
術
も
保
険
で

一
部
負
担
す
る
よ
う
に
な
っ

て
お

り
ま
す
が
、

四
月
か
ら
一

術

(は

り
、
も
し
く
は
き
?
っ
の
い
ず
れ

か
そ
施
術
し
た
場
合
)
、
ニ
術
(は

り
、
き
ゅ
う
両
方
と
も
施
術
し
た

場
合
〉
と
も

一
回
に
つ
き
百
四
十

円

(
従
来
は
百
二
十
六
円
)
を
保

険
か
ら
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
し

た
の
で
、
大
村
市
国
民
健
康
保
険

指
定
の
施
術
所
で
治
療
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

な
お
、
施
術
の
と
き
は
必
ず
保

険
証
を
持
っ
て
治
療
を
受
け
る
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。
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米

の

消

費

者

価

格

物

価

統

制

令

を

廃

止

米
の
販
売
価
格
に
つ
い
て
は
従

来
物
価
統
制
令
(
昭
和
二
十
一
年

勅
令
第
一
一
八
号
)
に
よ
っ
て
そ

の
最
高
限
度
が
定
め
ら
れ
て
い
ま

し
た
が
、
昭
和
四
十
七
年
四
月
一

日
か
ら
物
価
統
制
令
の
適
用
が
廃

止
さ
れ
ま
し
た
。

つ
ま
り
米
の
販
売
価
格
に
つ
い

て
は
、
一
般
の
商
品
と
同
様
に
自

由
に
な
る
の
で
す
。

りおおむ市政だより(3). 

炉簡易保険のはたらき 4

し
か
し
、
ど
乙
の
居
で
も
米
を

売
っ
て
よ
い
と
い
う
乙
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

米
は
今
ま
で
ど
お
り
県
知
事
の

登
録
販
売
許
可
を
受
け
て
い
る
米

屋
さ
ん
で
買
う
こ
と
は
変
わ
り
あ

り
ま
せ
ん
。

米
の
販
売
価
格
が
自
由
に
な
る

と
、
米
の
値
だ
ん
が
あ
が
る
の
で

は
な
い
か
と
、
心
配
さ
れ
る
と
思

簡易保険の融資をうけてできた竹松小学校校舎

い
ま
す
が
「
標
準
価
格
米
」
と
い

う
今
ま
で
の
内
地
米
に
相
当
す
る

米
を
従
来
と
同
じ
値
だ
ん
(
十
キ

ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
千
五
百
十
円
)

で
ど
こ
の
米
屋
さ
ん
で
も
売
っ
て

い
ま
す
。市

の

児

ま
た
徳
用
上
米
戸
ホ
l
ム
ラ
イ

ス
)
に
つ
い
て
も
従
来
と
同
じ
値

だ
ん
(
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
千

二
百
五
十
円
)
で
販
売
さ
れ
て
い

ま
す
。

童
手
当

受

付

は

4
月

別

日

か

義
務
教
育
終
了
前
の
児
童
を
四

人
以
上
育
て
て
い
る
場
合
、
第
四

子
以
下
の
児
童
一
人
に
つ
き
年
額

六
千
円
を
支
給
し
ま
す
の
で
該
当

さ
れ
る
か
た
は
早
め
に
児
童
手
当

支
給
申
請
書
を
福
祉
事
務
所
に
提

簡易保険事業によって積立てられた積立金は

昭和46年度において、竹松小学校ほか3校の増

改築、公営住宅の建設、都市計画事業などに融

資され、みなさんの暮らしをより豊かにするた

めに役立つております。

郵政省では、ご家族が危険にさらされている

現代の交通戦争にそなえ 4月から家族保険

一枚の証書で

家族みんなの

保証が買える

簡易保険の新加入運動を行なっています。

くわしくは、郵便局へ

り

出
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
国
の

児
童
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る

児
童
は
除
か
れ
ま
す
。

ま
た
県
の
児
童
手
当
も
同
時
に

受
け
付
け
ま
す
の
で
手
続
き
を
と

っ
て
く
だ
さ
い
。

大村郵便局

昭
和
田
十
七
年
度
固
定
資
産
税

の
納
税
通
知
書
を、

四
月
十
二
日

に
発
送
し
ま
し
た
の
で
お
確
か
め

の
う
え
お
わ
か
り
に
な
ら
な
い
こ

と
は
、
課
税
課
へ
お
た
ず
ね
く
だ

大」い。納
期
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。

第
一
期
分
五
月
一
日
ま
で

第
二
期
分
七
月
三
十
一
日
ま
で

納
税
通
知
書

を

発

送

ー
固
定
資
産
税
l

i年得乙 将 報 よ相 純 宗円あ風 lこ境い 応~:.:~・ぃ.
たと 軍 いり続長第の融るのつ内ち 市 白伝子~:!J官民
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:を 承 請 牌 めた、父二あいこなれ江え島寺ヨq.?'
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j評 とが 機総総務時議欄欄鵬輔り 二もれ 巨大:
:価さ 、盛務懇議緩緩議懇畿務総務繁務欝襲撃 の十のる額村 :

iされ 地襲議機緩震機総議議機謀議選基メ でがのの:
:れ、方 瀦議機懇療 が総 綴織議離鮫警察畿本 l長乙寄 豪 i
jて芸で 瀦祭怒お崎灯ふ懇欝欝機嫌舗 はトさの進商 jiい 術 は 縦湖開払川淀川一剤、以内向〓 ぷ舎を問問三 Jレ五庭が

iる的ま E でな四石みけ 調っ きに 岩尊 も十園あ 深 i
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価 にも名る雄所使さ造、力石イでさり l 、た 儀 i
値 み呼つ。大につら形 傾 強をン、 声 、トそと太:
がる ば つ な配たに的 斜 さ多ト十県庭ノレの伝夫 i
高名れじ もす滝、にををくをカ字づ、時えよ:
く 園 る カ のるを白組つ強使お所包く幅のらり!

第
三
期
分

第
四
期
分

十
月
三
十
一
日
ま
で

十
二
月
二
十
八
日
ま

で

老
後
の
保
障
の
た
め
、
ま
た
、

不
慮
の
事
故
に
備
え
て
も
れ
な
く

納
め
ま
し
ょ
う
。

ー

国

民

年

金

|

保
険
料
の

納
め
忘
れ
は

四
月
は
四
十
六
年
度
最
後
の
納

期
限
で
す
。

あ
り
ま
せ
ん
か

期
限
内
に
は
必
ず
納
め
ま
し
ょ

v

つ。
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(4) 

お

し

ら

せ

おおむら

募
集

市政だより

圃
市
職
員
を
募
集

職
種
調
理
員

受
験
資
格

①
学
歴
は
問
い
ま
せ
ん
が
学
校
教

育
法
に
よ
る
中
学
校
卒
業
程
度

の
学
力
を
有
す
る
者

②
昭
和
十
七
年
四
月
二
日
か
ら
昭

和
二
十
七
年
四
月
一
日
ま
で
に

生
ま
れ
た
も
の
(
男
女
を
問
わ

ず
)

③
市
内
に
居
住
す
る
者
ま
た
は
採

用
後
居
住
し
う
る
者

④
調
理
師
の
資
格
を
有
す
る
者

試
験
内
容

4今

通
商
産
業

省
で
は
、
五

月
一
日
現
在

で
商
業
統
計

調
査
を
実
施

し
ま
す
。

乙
れ
は
、

統
計
法
に
基

づ
く
指
定
統

商業統計調査に

を力協. 
、ー4砂

教
養
試
験

検
査

試
験
日

五
月
一
日

申
込
期
限

四
月
二
十
八
日
ま
で

※
く
わ
し
く
は
人
事
課
へ

面
接
試
験

ノーベ
ムミ

圃
不
用
品
の
公
売

日
時

四
月
二
十
五
日

午
前
十
時
か
ら
午
前
十
一

時
ま
で

場

所

市

役
所
裏
庭

公
売
物
件

木
製
片
袖
机

二
十
五
脚

木

製

平

机

五

脚

い
す

八
脚

入
札
方
法

一
般
競
争
入
札
と
す
る。

入
札
保
証
金

計
調
査
で
全
国
の
卸
、
小
売
業
及

び
飲
食
屈
を
も
れ
な
く
調
査
す
る

も
の
で
統
計
以
外
に
は
使
用
い
た

し
ま
せ
ん
。

調
査
員
が
訪
問
し
て
調
査
票
の

記
入
を
お
願
い
し
ま
す
の
で
、

調

査
の
趣
旨
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
ど
理
解

い
た
だ
き
、
ど
協
力
く
だ
さ
る
よ

う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

身
体

入
札
金
額
の
百
分
の
五
以
上
で
現

金
と
す
る
。

開
札

入
札
終
了
後
直
ち
に
行
な
う
。

代
金
納
入
方
法

即
納
と
す
る
。

落
札
物
件
の
引
き
取
り

代
金
納
入
後
引
き
取
る
も
の
と
し

午
後
五
時
ま
で
に
完
了
す
る
乙
と

く
わ
し
く
は
、
会
計
課
用
度
係
へ

水

道

圃
一水
道
管
布
設
工
事

水
道
部
は
、
黒
丸
J
松
並
間

(

大
浜
鉄
工
所
上
{
臼
冷
l
自
動
車

試
験
場
J
医
師
会
館
横
)
に
配
水

管
を
布
設
し
ま
す
。

こ
の
た
め

一
部
通
行
止
を
し
ま

す
の

で
ご
協
力
く
だ
さ
い。

工
期

四
月
十
五
日
か
ら
七
月
三

十

一
日
ま
で

画
水
道
料
金
委
託
集
金
人

が
き
ま
り
ま
し
た

地
区

大
村
地
区
西
大
村
地
区

地
区

松

原

地
区

集
金
人

武
田
千
鶴
子

幸
町
七

大
村
空
〕

f
f川一

一1

杭
打
工
事
が
は
じ
ま
り
ま
す

空
港
建
設
局
で
は
た
だ
今
新
大

で
、
お
知
ら

せ

し

ま

す

。

{

村
空
港
建
設
に
伴
う
空
港
大
橋
の

な
お
、
乙
の
工
事
は
杭
打
機
械
門

下
部
工
事
を
施
工
し
て
お
り
ま
す
の
高
吉
が
約
四
十
メ
ー
ト
ル
も
あ
~

先
般
も
夜
間
の
杭
打
工
事
で
騒

り
ま
す
た
め
、

現
空
港
の
滑
走
路
)

音
の
た
め
、
市
民
の
皆
様
が
た
に

線
上
に
位
置
す
る
杭
打
工
事
に
つ
}

た
い
へ
ん
ど
迷
惑
を
お
か
け
し
ま

い
て
は
、

航
空
保
安
上
ど
う
し
て
目

し
た
が
、
さ
ら
に
五
月
上
旬
ご
ろ

も
夜
間
の
作
業
で
な
け
れ
ば
で
き
戸

か
ら
約

一
カ
月
間

(気
象
条
件
で
ま
せ
ん
の
で
、
ど
了
承
い
た
だ
き
(

変
更
に
な
る
乙
と
が
あ
り
ま
す
)
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

w

乙
の
杭
打
工
事
を
施
工
し
ま
す
の
長
崎
県
大
村
空
港
建
設
局

並
松
郷
六
二
六
の
七

一
江
ハ
ヤ
ノ

期
間

自
昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日

至
昭
和
四
十
八
年
三
月
三
十

一
日

山

市

悶

{
同

ム

お

画
一ギ

タ

i
教

室

竹
松

日
時

五
月
五
日
か
ら
七
月
二
十

一
日
ま
で、

毎
週
金
曜
日

午
後
七
時
か
ら
九
時
ま
で

場
所

中
央
公
民
館

対
象

市
内
在
住
の
十
八
歳
以
上

の
男
女

(高
校
生
を
除
く
)

人
員

四
十
名

内
容

初
心
者
を
対
象
と
す
る

講
師

長
崎
ギ
タ
l
音
楽
院

院
長

山

下
亨
先
生

申
し
込
み

四
月
三
十
日
ま
で

(先
着
順
で
締
め
切
り
ま
す
)

希
望
者
は
、
氏
名
、
生
年
月
日

住
所
、
勤
務
先

(電
話
)
を
記

入
し
て

ハ
ガ
キ
で
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

申
込
先

久
原
郷

一
の
一

大
村
市
中
央
公
民
館

電
話

二
局
|
四
三
二一

受
講
料

無
料
、
た
だ
し
受
講
生

は
ギ
タ

l
持
参
の
乙
と
。

圃
文

化

講

演

会

日
時

四
月
十
九
日
(
水
)

s 、

講場
師所

午
後
六
時
三
十
分
開
演

市
民
会
館

お
お
ば
比
呂
司

渡
辺
淳

一

早
乙
女

貢

そ
の
他

幅一

人
権
擁
護
委
員
が

き
ま
り
ま
し
た

姉
川
浄

弘

武

部
郷
田

O
九

田
川

書

皆

同

郷

二
三
八

委
員
の
使
命
は

国
民
の
基
本
的
人
権
が
侵
犯
さ
れ

る
乙
と
の
な
い
よ
う
に
監
視
し、

も
し
、
乙
れ
が
侵
犯
さ
れ
た
場
合

に
は
、
そ
の
救
済
の
た
め
、
す
み

や
か
に
適
切
な
処
置
を
と
る
と
と

も
に
、

常
に
自
由
人
権
思
想
の
普

及
高
揚
に
努
め
る
乙
と
に
な

っ
て

い
ま
す
。

圃

漂

流

物

拾

得

次
の
漂
流
物
を
拾
得
保
管
し
て

お
り
ま
す
の
で
お
心
当
た
り
の
か

た
は
会
計
課
用
度
係
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

物
件

発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
製
ボ

l

ト一

隻

拾
得
場
所

森
園
郷
舟
溜
り
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